
平成２０年１月１１日 

内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付 

 

国民保護に係る訓練の実施について 

 平成１９年度に国と地方公共団体が共同して実施する国民保護に係る訓練と

して１月に実施する訓練の主要な訓練項目及び参加機関等が決定しましたので

お知らせします。 

１月１８日（金） 長野県  図上訓練（別紙１参照） 

１月２５日（金） 和歌山県 図上訓練（別紙２参照） 

１月２８日（月） 広島県  図上訓練（別紙３参照） 

 

（参考１）国民保護訓練の目的 

 国民保護法に基づき、国、地方公共団体、その他関係機関が一体となった訓練

を実施し、関係機関の機能確認及び相互の連携強化を図る。 

 

（参考２）平成 19 年度国民保護訓練実施状況と今後の予定 

平成 19 年 10 月 23 日 山口県 （終了） 

10 月 25 日 京都府 （終了） 

11 月 ２日 島根県 （終了） 

11 月 10 日 愛媛県 （終了） 

11 月 13 日 宮城県 （終了） 

11 月 21 日 千葉県 （終了） 

11 月 28 日 茨城県 （終了） 

平成 20 年 １月 18 日 長野県 （今回発表分） 

１月 25 日 和歌山県（今回発表分） 

１月 28 日 広島県 （今回発表分） 

２月上旬  静岡県、兵庫県、熊本県、鹿児島県 

２月中旬  愛知県 

２月下旬  岐阜県 

 

【問い合わせ先】 

 内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付 内閣参事官 小宮 大一郎 

                      電話 ０３－３５８１－３４６５ 



（別紙１） 

 

長野県における国民保護訓練（図上訓練）について 

 

１ 実施日時 

  平成２０年１月１８日（金）１３：００～１６：００ 

 

２ 訓練実施場所 

  長野県庁 

 

３ 想定 

列車爆破事案、ターミナル駅周辺での化学剤散布事案が起こり、多数の死傷

者が発生。その後、同駅周辺において、不審物を所持したグループによる立て

こもり事案が発生する。 

 

４ 主な訓練項目 

(1)長野県緊急対処事態対策本部等の設置・運営訓練 

 (2)緊急対処事態発生時における長野県の初動措置(情報収集・報告・伝達、各

機関との連携)訓練 

 (3)事態認定以降の長野県対策本部における情報収集、状況判断、意思決定及び

緊急対処保護措置を行う上で必要な対処訓練 

 (4)長野県対策本部から関係機関等への情報伝達訓練 

 

５ 参加機関 

 内閣官房、消防庁、陸上自衛隊、長野県、長野県警察本部、長野市、長野市

消防局、松本市、松本広域消防局、上田地域広域連合消防本部、日本赤十字社

長野県支部、東日本旅客鉄道株式会社長野支社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２） 

 

和歌山県における国民保護訓練（図上訓練）について 

 

１ 実施日時 

  平成２０年１月２５日（金）１３：３０～１６：２０ 

 

２ 訓練実施場所 

  和歌山県庁 

 

３ 想定 

白浜町内の海水浴場において爆破事案が起こり、多数の死傷者が発生。その

後、白浜町内の公共施設において不審物が発見される。 

 

４ 主な訓練項目 

(1)和歌山県緊急対処事態対策本部等の設置・運営訓練 

(2)緊急対処事態発生時における和歌山県の初動措置（情報収集・報告・伝達、

各機関との連携等）訓練 

(3)事態認定以降の和歌山県対策本部における情報収集、状況判断、意思決定

及び緊急対処保護措置を行う上で必要な対処訓練 

(4)和歌山県対策本部から関係機関等への情報伝達訓練 

 

５ 参加機関 

 内閣官房、消防庁、陸上自衛隊、第五管区海上保安本部、和歌山県、和歌山

県警察本部、田辺市、田辺市消防本部、白浜町、白浜町消防本部、県内全市町

村（※情報伝達訓練に参加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙３） 

 

広島県における国民保護訓練（図上訓練）について 

 

１ 実施日時 

  平成２０年１月２８日（月）１３：００～１７：００ 

 

２ 訓練実施場所 

  広島県庁 

 

３ 想定 

呉市内の鉄道駅で国籍不明のテログループにより多量の化学剤が散布され、

多数の死傷者が発生。その後、逃走した犯行グループが呉市内の公共施設に立

てこもる。 

 

４ 主な訓練項目 

(1)広島県緊急対処事態対策本部の設置・運営訓練 

(2)緊急対処事態発生時における広島県の初動措置（情報収集・報告・伝達、

各機関との連携）訓練 

 (3)事態認定以降の広島県対策本部における情報収集、状況判断、意思決定及び

緊急対処保護措置を行う上で必要な対処訓練 

 

５ 参加機関 

 内閣官房、消防庁、陸上自衛隊、海上自衛隊、第六管区海上保安本部、広島

県、広島県警察本部、呉市、県内市町、県内消防本部、西日本旅客鉄道株式会

社 

 

 

 

 

 


